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第１章 ガイドラインの概要 

１-１ ガイドラインの目的と役割 

１-１-１ ガイドラインの目的 

本ガイドラインは、道路景観全体の向上を目指すことを目的に、道路附属物等の設置・更新

を検討するにあたって、本来の安全面での機能を確保した上で景観に配慮するとはどのような

ことなのか、その考え方をまとめたものである。 

「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」が刊行された平成１６年（2004）は、景観法

が施行された年でもある。 

本ガイドラインが策定されて以降、景観に配慮した様々な標準製品の防護柵が開発され、全

国の道路に設置されるようになった。その色彩も従来の白色のみから、景観３色注）といわれる

色彩を標準色としたことで日本の道路景観は従来に比べて格段に良好になった。それまでは、

特別な検討を行なうべき事業等において、委員会等を設けて検討を行うことで、良好な道路景

観を創出してきたが、本ガイドラインは、“普通の道路”の景観向上に大きく寄与した。 

また、道路空間には、防護柵をはじめとして照明や標識柱など数多くの道路附属物等や道路

占用物件が設置されるが、防護柵以外の道路附属物等も含めた対応が必要である。さらに、観

光立国を推進している今日、訪日外国人旅行者は、平成 28 年には 2000 万人を突破、インバウ

ンド観光の増加も踏まえた道路のデザインへの要請もますます高まってきている。 

このように、刊行されて１０年以上経過し、内容の更新や充実、時代に合わせた見直しが必

要となってきたことから、防護柵以外の道路附属物等を含めたガイドラインへと全面改訂する

こととした。 

注）ガイドラインに示された、鋼製防護柵において基本とする３色（ダークブラウン、グレーベージュ、ダ

ークグレイ） 

１-１-２ ガイドラインの役割 

・本ガイドラインは、道路景観全体の向上を目指すことを目的に、道路附属物等の設置・更

新を検討するにあたって、本来の安全面での機能を確保した上で景観に配慮するとはどの

ようなことなのか、その考え方をまとめたものである。 

 

・道路附属物等の形状や色彩に係る指針類を独自に作成している地方整備局や国道事務所、

地方自治体等は、今までどおり当該指針類に準拠することとし、独自の指針等を作成して

いない国道事務所や地方自治体等においては、本ガイドラインに準拠して道路附属物等を

設置・更新することが望まれる。 

 

・場面や立場によって、留意すべき内容は変わる。「道路のデザイン-道路のデザイン指針(案)

とその解説-」と合わせ、「道路のデザイン-役割と使い方-」（仮称）も併せて参照されたい。 

 

・具体的な整備にあたっては、このガイドラインに沿った道路附属物の製造が行われること

が前提であり、関係業界団体における適切な対応が期待される。  

NO.9：現場での使われ方も含めた

検討を行い、内容を充実 
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１－２ 適用する道路と道路附属物等の種類 

 

・道路附属物等は全国の様々な道路に設置される施設であることから、本ガイドラインは、

全国全ての道路を対象とする。 

 

・防護柵については、「防護柵の設置基準」（国土交通省道路局長通達、平成１６年３月３１

日）に定められた全ての防護柵を対象とする。具体的には、車両を対象とする車両用防護

柵(たわみ性防護柵、剛性防護柵)と歩行者等を対象とする歩行者自転車用柵を対象とする。 

 

・歩道橋、照明、標識柱及びその他の道路附属物等(遮音壁、落下物防止柵、ベンチ、バス停

上屋、視線誘導標、立ち入り防止柵、道路反射鏡、舗装・路面への表示)も対象とする。 

 

・道路占用者との協議等を図ることが基本となるが、ベンチ、バス停上屋、地下出入口、変

圧器等の道路占用物件も念頭に置くこととする。 

 

・なお、長大橋や駅前整備、面的整備にともなう景観整備にあたっては、本ガイドラインの

趣旨を踏まえながら、別途専門家による検討を行うことが望まれる。 
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第２章 道路附属物等の景観的配慮の考え方 

２-１ 景観的配慮の基本理念 

２-１-１ 道路附属物等は道路景観の脇役である 

道路景観の主役は、沿道に展開する街並みや自然風景等の景観であり、歩道上で歩き、楽し

む人々の姿である。道路附属物等は、それらを引き立てる景観の「脇役」である。そのため、デ

ザインの工夫を行う際は、それ自体が道路景観の中において目立たず、周辺景観に融和し、風

景の一部として違和感なく存在することが基本である。また、舞台や映画等における脇役陣が

協力して主役を盛り立てるように、各種の道路附属物等も相互に形状や色彩の面で協力し、沿

道に展開する景観や歩道上の人々の姿を引き立てる努力が求められる。 

 

２-１-２ 景観と安全性を両立する 

道路附属物等は、別途定められている各種設置基準に基づき安全で円滑な交通を確保するこ

とが前提であるが、一方で、利用者の快適性と地域の美しい景観に混乱を与えないことが重要

である。特に、防護柵などの交通安全施設は、常に景観と安全性の両立を図った質の高いデザ

インを用いることが基本である。 

 

２-１-３ 人との親和性に配慮する 

人と道路附属物等との関係性を考慮することは、オープンカフェ等に代表される道路空間利

活用が進みつつある今日、きわめて重要な事項である。例えば、歩車道境界に設置される車両

用防護柵や歩行者自転車用柵、歩道上に設置されるベンチ等は、歩行者が直接触れることを考

慮することが必要である。歩行者の利用がある場合には、ボルト等の突起物、部材の継ぎ目等

により歩行者に危害を及ぼすことのない形状とすることが基本であり、また心理的に危険や不

快な形状も避けることが望ましい。 

さらに、特に歩行者の利用が多い場所においては、バリアフリーの観点からの防護柵への手

摺の設置が考えられるほか、道路附属物等の手触り感の向上等、人が身体感覚的に受け入れや

すいような配慮を行うことが望ましい。 

 

２-１-４ 地域の景観特性に応じた色彩検討と基本色の設定 

道路の沿道には、さまざまな様相の景観が広がっている。同じ路線であっても地形や沿道の

土地利用状況、植生等によって道路の景観は大きく異なるものとなる。また、同じ都市部であ

っても幹線道路と住宅地の生活道路のように道路や沿道のスケールによっても道路の景観は大

きく異なる。 

このような沿道の景観の違いによって、道路附属物等の形状や色彩等のあり方も変わること

となる。そのため、道路附属物の設置検討対象とする区間について、沿道の道路景観を幾つか

のタイプに分類し、タイプ別に地域景観と調和する基調色を設定した上で、各道路附属物等の

適切な形状や色彩等を検討することが基本である。 

NO.25：道路標識等を撤去・集約するだけで

も、景観が改善される場合等について記載 
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■市街地では、沿道の建築物や広告、標識、照明等、多様な沿道の人工的要素が、 
道路空間とその道路景観を大きく規定する 

 
■市街地の大通りや繁華街では、歩行者が防

護柵に直接に触れる機会も多い 
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（２）歴史的価値の高い施設周辺、もしくは歴史的街並みが形成されている地域 

近年、歴史まちづくり法による「歴史的風致維持向上計画」の認定都市や日本遺産の認定都市

が増加している。このような全国的動向は、自分たちのまちのアイディティを見直し、それを地

域づくりの柱のひとつとして据えるということであり、一方ではインバウンド等の観光客誘致に

つなげたいという地域の思いの表れである。 

このような地域の道路における道路附属物等は、必要 小限の設置に留めるとともに、設置す

る場合においても地域の歴史的価値を損なわないようなできるだけ目立たないように規模や形

状、色彩の工夫を行うことを基本とする。 

 

［地域・道路の例］ 

・歴史的価値の高い施設周辺の道路 

・重要伝統的建造物群保存地区等、かつての宿場町や門前町等歴史的価値が高い街並みが形成

されている地域 

・「歴史的風致維持向上計画」の重点区域内の道路 

・「日本遺産」のルート上にある道路  等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■歴史的街並みが形成されている地域 

 

■歴史的価値の高い施設周辺の道路 

NO.1：歴史まちづくり法等の動向を含めて、特別な景観的配慮が必要な地域に

関する記載の更新や歴史的地区での道路デザイン上の留意事項等の内容を充実 

 

■歴史的な街並みは、街並みとしての統一

性に優れ、落ち着いた色調を有している

ことが多い 
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（３）遠景、中景、近景を問わず、山岳や景勝地、田園、海などが望め、眺望に優れた道路 

山岳や景勝地、田園、海などが望め、眺望に優れた道路では、それらの眺めを阻害しないこと

が道路附属物等の基本である。 

 

［地域・道路の例］ 

・自然公園(国立公園、国定公園、県立公園等)内の道路。 

・地域を代表する山岳への眺望が得られる道路。 

・「日本風景街道」内の主なルート。 

・その他、地域の景勝地や田園や海などへの眺望が得られ、眺望に優れた道路。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（４）その他、地域の人にとって特別な意味のある地域・道路 

外部の人にとってはわかりにくいが、地域の人々にとっては大切な地域や道路というものが

存在する。例えば、優れた形姿を有しているわけではないが、地域の人々が長年大切にしてき

た集落近くに広がる里山の風景を有する地域、あるいは現在は一般の住宅等が立ち並んでいる

が、かつては街道や参道として利用された道路等、その地域の人々にとって特別な意味を持っ

ている地域・道路等が挙げられる。 

これらの地域･道路は、外部の人では気付きにくいため、あらかじめ地域意見の聴取等を行っ

た上で、道路整備としての今後の対応を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■地域を代表する山岳への眺望が得られる道路 ■海岸沿いの道路 

 ■地域の意見から追分が復元された例

地域の有志がかつての追分の様子を文献から
再現、それを行政が支援して追分が復元され
た。
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３-１ 防護柵 

連続的に設置されることで効果を発揮する防護柵は、道路附属物等の中で も設置される延長

が長いため、防護柵がつくり出す表情は道路景観上きわめて重要である。また防護柵は、車両の

路外逸脱等を防止する施設であるため、転落等により大きな被害が想定される海岸や山岳、河川

沿い等の景観が良好な区間に設置される場合が多いことから、安全性を担保しつつ道路から周辺

への眺望を確保することも求められる。 

 

３-１-１ 防護柵設置の判断と対応 

防護柵の設置にあたっては、別途定められている「防護柵の設置基準」に基づくことが前提

となるが、実際には、必ずしも必要性の高くない場所に防護柵が設置され、その存在によって

道路景観を煩雑にしている例が少なくない。 

ここでは、（１）防護柵設置の必要性の判断のポイントを整理する。さらに、防護柵によらな

い対応として、（２）他施設による代替の方法、（３）防護柵を必要としない道路構造の検討に

ついて示す。 

 

（１）防護柵設置の必要性の判断 

《ポイント》 

・防護柵が必ずしも必要ではない場所に設置され、その存在が道路景観を煩雑にしている例

が少なくない。このように防護柵の本来的な役割が必要とされない場所には、防護柵を設

置しないことが基本である。 

車両用防護柵については、「防護柵の設置基準・同解説」に主として車両の路外への逸脱に

よる乗員の人的被害や第三者への人的被害(二次被害)の防止を目的として設置すべき区間

が定められているため、参考とすることが基本である。例えば、盛土、崖、擁壁、橋梁、高

架などの区間については、路外危険度が高い区間が示されており、設置の必要性を判断す

る際に参考となる。（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■路外危険度の高い区間（出典：防護柵の設置基準・同解説） 

 

・既設防護柵の必要性の判断は、普段の道路管理の中でどのような区間にどのような防護柵

が設置されているかの確認を行った上で行うことが基本である。 

NO.12：防護柵の必要性の検討について、誰

がどの段階で必要性を判断するのかとい

うことを検討して内容を充実 

注）法勾配ｉ：自然のままの地山の法面の勾配、盛土部における法面の勾配および構造物との関連によって想定した
法面の勾配を含み、垂直高さ１に対する水平長さＬの割合をいう（ｉ＝Ｌ／Ｈ）。 

路側高さＨ：在来地盤から路面までの垂直高さをいう。 
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表 鋼製防護柵での基本とする色彩選定の考え方 

基本色名称 標準マンセル値 

ダークブラウン(こげ茶色) 10ＹＲ2.0／1.0 程度 

グレーベージュ(薄灰茶色) 10ＹＲ6.0／1.0 程度 

ダークグレー(濃灰色) 10ＹＲ3.0／0.2 程度 

 

（２）アルミ製防護柵やステンレス製防護柵について 

・アルミ製防護柵やステンレス製防護柵については、素材そのものの色彩を活かすことを基

本とする。ただし、特に周辺景観との融和を図るために電解着色や焼き付け塗装等を行う

場合で、かつ防護柵を設置する道路周辺の基調色が、一般的な我が国の街並みや自然の土

や岩、樹木の幹等で基調となっている YR 系を中心とした色彩の場合には、「（１）鋼製防護

柵」において基本とした塗装色に近い色彩とすることを基本とする。なお、電解着色では

再現できない色彩に関しては、塗装等で対応するものとする。 

 

（３）コンクリート製防護柵について 

・コンクリートは、経年変化によって色合いが変化し、徐々に景観に馴染んでくる素材であ

る。このため、コンクリート製防護柵については、塗装は行わず、素材が本来有している

色彩そのものを活かすことが基本である。 

 

（４）木製防護柵について 

・公共建築物等木材利用促進法を踏まえ、木製防護柵を設置するケースがある。木製の車両

用防護柵は、支柱が鋼製あるいはコンクリート製の場合が多い。前者は（１）鋼製防護柵

と同様の考え方、コンクリート製は素材の色彩（（３）参照）とするのが基本である。 

・塗装や防腐処理を行う際には、素材そのものの色彩や木目等が活かされるように配慮する

ことが基本である。 
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３-３ 標識柱 

（１）標識柱のデザイン方針 

標識柱のデザインは、その存在感を極力低減することとし、 小限の設置、形態の洗練を検討

することを基本とする。 

《ポイント》 

○存在感の低減：標識柱は、道路情報板、道路標識などを支える構造物であり、道路情報板、

道路標識などの視認性を阻害するものであってはならないため、その存在感を極力低減す

る必要がある。道路景観においても、視野阻害を軽減させるために、 小限の設置、形態

の洗練を検討することとする。 

○ 小限の設置：標識柱は、照明灯等と極力一体化することとし、横断歩道橋、跨道橋など

の道路上を交差する構造物への添架についても検討を行うこととする。異なる事業者間で

も共架が可能となるよう、積極的に調整を図る必要がある。 

 

《具体的方法の例》 

○形態の洗練 

・例えば、大規模な門型標識柱などで支柱、梁部材

が太くなる場合には、支柱の道路幅員方向の幅を

極力狭め、梁部材についても梁の高さを低くおさ

え、道路の有効幅員に対する影響を 小限にとど

めるとともに、道路景観の阻害を軽減させること

とする。 

 

 

 

大規模な門型標識柱       ⇒         改善例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■門型標識柱の支柱断面を、進行
方向で確保することにより、道
路進行方向の景観阻害を軽減で
きている。 

■道路進行方
向の景観阻
害を軽減で
きている。

■道路進行方
向の景観を
阻害する。 

■大規模な門
型標識柱で
は、支柱、
梁部材が太
くなる。 

■支柱の道路
幅員方向の
幅を極力狭
め、梁部材
も高さを低
くおさえた
場合 
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（２）歩道橋の色彩設定 

歩道橋は単体として見られ、視対象となりやすい構造物であり、地域住民等との協議や現場で

の検証等を行い、下記事項に留意し適正な色彩を選定することが基本である。一般的には、周辺

景観や道路の構成要素に配慮し、10YR 系の高明度低彩度の色彩を使用すると無理なく調和する。

なお、新設歩道橋でデザインを周辺に配慮して個別検討する場合は、この限りではない。 

《ポイント》 

○市街地道路景観の主役は、道行く人々や車両、周辺建築物や店舗のショーウィンドー、四

季折々に変化する街路樹であるため、歩道橋には鮮やかすぎる色彩は避け、“低彩度の落ち

着いた色彩”選定を原則とする。 

〇道路附属物等に使用する色彩はある程度絞り込み、統一感を演出することが好ましいもの

の、すべての道路附属物等を同一色で揃えることは問題である。例えば、歩道橋のような

大きなものに、細いポール類に使用されるダークブラウンを使用すると、重く威圧感が強

調される。そこで歩道橋の色彩は、周辺建築物や周辺道路附属物等の色相に揃えた上で、

その存在感を抑える“10YR の高明度色彩”を選定する。 

○塗装塗り替えの予算確保等の課題から、必要 小範囲の塗り替えや補修タッチアップによ

り、桁側面が継ぎはぎの印象や色むらが出てみすぼらしく見える事例がある。耐久性向上

の観点からも、少なくとも“同一面は全体を同時期に塗り替える”ことを原則とする。 

 

《具体的方法の例》 

○10YR の内、下図赤枠の高明度低彩度から選定する。 

・道路附属物等には質の高い統一感が求められる。色彩は、基本的に単色で善し悪しはない

が、関係によって美醜がある。道路附属物等は同時に見られる空間に設置されるため、道

路附属物等の形態やボリュームによって明るさや鮮やかさに適度な変化を認めつつも調和

を保つことができる“色相調和型の配色”とすることが望ましい。 

・建築物の外装はさまざまな色彩が使用され、また建築物に取り付く屋外広告物の色彩は、

一般的に 高彩度の原色が使われることが多い。しかし、建築物の基調色は、概ね YR 系

や Y 系の低彩度の領域に収まっている。建築外装色の中心的な色相は 10YR あたりであ

るため、これらとの調和に配慮し、歩道橋を含む道路附属物等には “10YR からあまり離

れない色相を使用”することを基本とする。 

 

本原稿用に作成 

予定。   ⇒ 

41



 
 

（３）歩道橋の記名表示 

歩道橋の側面に記載される橋名などの記名表示は、その見られ方が道路標識とほぼ同じである

ため、基本的な考えは道路標識の法令や基準に従う。記名表示は、景観性に加え運転者の視認性

に優れていることが大切であり、留意すべき点は文字の大きさだけではなく、字体（フォント）

や文字間隔にも調整が必要である。 

《ポイント》 

○和文書体には、明朝系とゴシック系の 2 系統がある。明朝系は繊細な表情が特徴であるが、

一般的に縦線に比べて横線が細いため、遠方から読みづらくなる。ゴシック系は文字の線

幅がほぼ一定で、漢字・カナとも字枠いっぱいに設計されており、可読性に優れ文字詰め

等の微調整もほとんどなく、公共の標識看板に用いる標準書体とされており、歩道橋の記

名表記では「ゴナ B正体」を基本とする。 

○欧文書体には、セリフ（飾り）のあるなしの 2 系統がある。和文と併せて使用する場合、

明朝系はセリフあり、ゴシック系はセリフ無しが基本となる。「ゴナ体」と組み合わせる欧

文は、セリフの無い「ヘルベチカ」を基本とする。 

○文字の大きさは、文字高 300mm を基本とするが、桁高などとのバランスを考慮し決定す

る。 

○文字の色彩は、桁に「10YR の高明度低彩度」を推奨しているので、文字が見やすい黒色を

基本とする。 

 

以下に、各ポイントに対して具体的な比較根拠などを示す。 

 

《具体的方法の例》 

○書体の比較根拠 

・読みやすさの観点から、 

右記赤枠とする。 

 

 

 

 

 

  

「東京都千代田区霞が関」 

で写植修正予定。  ⇒ 

NO.34 に対応 
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（２）投物防止柵 

《ポイント》 

○ドライバーの目線の高さ付近に設置される投物防止柵は、遮音壁と同様、沿道への眺めの

阻害要素となりやすい施設である。このため、沿道に美しい風景が展開しているなど、沿

道への眺めを確保すべき道路においては、形状等の工夫を行うことで、道路外への眺めを

確保することが基本である。 

○また遮音壁と同様、近接する他の道路附属物等との調和、外部景観への配慮を行なうこと

を基本とする。 

 

《具体的方法の例》 

○外部景観に配慮して、壁高欄の天端に支柱を設置する 

・壁高欄に投物防止柵を設置する場合、壁高欄の外側に支柱を設置するとボルト類等が外

部に露出し外部景観が繁雑な印象となる。このため、壁高欄に投物防止柵を設置する場

合は壁高欄の天端に支柱を設置することが望ましい。 

○シンプルで透過性の高い形状とする 

・上下に縁のない格子金網の採用や、透過性の高い格子の採用など、落下物防止柵の存在

感を軽減し、沿道への眺めを確保できるようなシンプルで透過性の高い形状とすること

が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真掲載予定 
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（５）視線誘導標 

視線誘導標は、道路附属物のうち「車両の運転者の視線を誘導するための施設」として定

められている。 

また、昭和 59 年に建設省より「視線誘導標設置基準（以下、この項で「基準」と記す）」

が通知されている。 

基準では、反射体を支柱で支えるタイプの「デリニエーター」を対象としている。 

従来は、視線誘導標はデリニエーターが一般的であったが、近年は基準におさまらない形

状や機能を有する製品が多く採用されている。 

基準では反射体の形状は丸型とし直径 70mm 以上 100mm 以下としているが、反射体を支柱の

外周に取り付けた樹脂製やゴム製の視線誘導標（ガイドポスト）をはじめ、矢印でカーブの

注意喚起を促す線形誘導標、自発光型のものなど多様な製品がある。 

ここでは、以下の 4タイプについて、景観に配慮する考え方を記す。 

 

 

 

 

 

 

《ポイント》 

○他の道路附属物等との調和 

視線誘導標は、他の道路附属物等より後に追加して設置される場合が多いため、形状

や色彩などは、他の道路附属物等と調和させることを基本とする。 

○法定表示等の視認性を優先させることが基本 

視線誘導標は注意喚起機能が求められる施設であり、そのため彩度の高い製品が用い

られる場合が多いが、高彩度の視線誘導標を多用すると、交通安全上は も重要な情

報を提供する法定表示等が目立たなくなる場合がある。 

視線誘導標の設置に際しては、他の法定表示等の視認性を阻害することのないよう、

視線誘導標としての役割を確保できる 小限の配置とする。また、色彩は、法定表示

等と競合することのない彩度に抑えるよう、十分な注意を要する。 

○維持管理性の確保 

視線誘導標は、車道、路側などの、車両と接触する可能性が高い箇所に設置するため、

破損する可能性が高い施設である。破損した場合には交通安全上の機能が低下すると

ともに、景観も悪化するため、早期の補修が望まれる。そのため、視線誘導標の導入

に際しては、耐久性の高い製品の選定に加え、破損時の部品調達や修繕、交換が、早

急に対応できる製品を選定することを基本とする。 

○景観的なまとまり 

まとまりのある連続的道路景観を形成するために、短い区間や道路の両側などで、異

なる形状や色彩となる製品が混在しないようにすることを基本とする。

①デリニエーター ②ガイドポスト ③線形誘導標 ④その他のタイプ 

NO.38：デリニエーターやカーブミラーの色について記載 
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①デリニエーター 

デリニエーターは、車道の側方に沿って道路線形等を明示し、運転者の視線誘導を行う施

設である。 

デリニエーターの形状、色彩、設置箇所等については、基準より以下の通りに記載されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※視線誘導標設置基準（昭和 59 年 4 月 16 日、都街発第 15 号・道企発第 16 号） 

 

基準では反射体の大きさを直径 70～100mm とし、使用範囲についても安全かつ円滑な交通

を確保するため必要がある場合としていることから、反射体の色彩が、他の法定表示等の視

認性を阻害することのないよう、視線誘導標としての役割を確保できる 小限の大きさと配

置とすることを基本とする。 

 

 

 

(㎜)
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《ポイント》 

○基準の趣旨を踏まえ、他の道路附属物等との調和に配慮する。 

○支柱の色彩については、白色またはこれに類する色とされており、例えば、グレーベー

ジュ(10YR6.0/1.0 程度)の採用についても検討することとする。 

○防護柵に取り付けられるタイプのデリニエーターを使用する場合に、反射体取り付け枠

の色彩は、防護柵の色彩と合わせられないか検討することとする。 
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②ガイドポスト（樹脂製視線誘導標） 

樹脂製またはゴム製の視線誘導標（ガイドポスト）は近年、車線分離、駐車禁止対策、生活道

路等における狭さくなどに多用されつつある。 

《ポイント》 

○交通安全上の役割を果たすことのできる必要 小限の設置とする。 

○彩度の高い視線誘導標を多用することは避けることとし、設置目的により、彩度を抑えた

製品を選定することとする。 

 

樹脂製視線誘導標は、接着剤やアスファルト用アンカーなどで簡易に設置できる利点を持

ち、車線分離、駐車禁止対策、生活道路等における狭さくなどに多用されつつある。 

製品により色彩の選択肢はあるものの、注意喚起を設置目的とするために、JIS 安全色と

同等の高い彩度を持つ製品が用いられる場合が多い。 

交通安全のためにある程度の視認性を確保する

必要がある一方で、彩度の高い視線誘導標を多用

すると、目立たなければならない法定標示等が目

立たなくなる場合がある。特に、道路空間の規模が

幹線道路に比較して小さい生活道路等では、幹線

道路以上に注意が必要である。 

 

《具体的方法の例》 

○目的に応じて低彩度の製品を選定 

設置する場所と目的を考慮し、低彩度の製品を

採用する。また、必要に応じて、反射テープなどで

視認性を確保することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■景観に配慮した視線誘導標 
写真はダークブラウン(10YR2.0/1.0) 
他にダークグレー(10YR6.0/1.0)、グレ
ーベージュ(10YR3.0/0.2)の製品がある 

■日本工業規格(JIS)に定める安全色 
・JIS では、安全を確保するための特別
の属性をもつ色としてJIS安全色を定
めている。 

・JIS 安全色は高い視認性が求められる
ため、高彩度色(彩度 10～14)を用いて
おり、これらと混同する色彩の乱用は
避けるべきである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JIS 安全色（JIS Z9101 抜粋） 

■高彩度の視線誘導標を多用した例 
消火詮表示と同等の彩度となっている。

55



 
 

③線形誘導標 

線形誘導標は、反射体で矢印などを表示し、カーブや危険箇所等の注意喚起を促し、道路

の線形に対して運転者の視線を誘導するために設置する施設である。 

基準に該当しない施設であり、様々な形状、色彩の製品が設置されている。 

《ポイント》 

○景観に配慮するためには、安全を確保するうえで必要 小限の設置とし、反射体の形状、

寸法、色彩については過度に目立つことのないように努めることとし、支柱の色彩は周

囲の道路附属物に合わせることを基本とする。 

○車両速度が高く交通量の多い道路等では有効

な手法だが、車両速度が低い生活道路などに設

置する場合には、設置数や色彩によっては目立

たなければならない標識等が目立たなくなる

場合等があり、十分な注意が必要である。 

○反射体の色彩等については、注意喚起の必要性

が夜間、悪天候時等に限られる箇所では、視界

が良好な昼間時には目立たず、必要となる状況

に限り視認性が高まる「白色反射体」や「自発

光型」などについても検討することとする。 

 

《具体的方法の例》 

○目的に応じて低彩度で防護柵のトップビームから突出しない製品を選定 

設置する場所と目的を考慮し、ガードパイプの色彩と統一感があり、ビームに取り付けら

れる製品を採用する。 

○線形誘導標は、同一カーブ区間に多数取り付けられる場合が多い。このような場合には、

線形誘導標のサイズを小さくする、線形の視認に必要十分な設置間隔として設置数を減ず

るなどの工夫を行うこととする。 

○線形誘導標は、四角形の盤面に矢印を記したものが多い。盤面の色彩については、防護柵

などの周辺の道路附属物等と同じ色彩とする。矢印の色は JIS 安全色に示された高彩度の

ものが使われることが多いが、これよりも低い彩度 10 程度の色彩とする。 

 

 

 

 

 

 

  

■市街地における線形誘導標 

■景観に配慮した線形誘導標 
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④その他のタイプ 

(a)自発光型視線誘導標 

支柱や支柱基部に LED を内蔵し、発光することで視線誘導を行う。 

基準に該当しない多様な製品がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ポイント》 

○昼間時の景観への配慮 

設置箇所の特性を踏まえ、注意喚起の必要性が夜間、悪天候時等に限られる箇所では、

視界が良好な昼間時には目立たない形状、色彩とすることを基本とする。 

(b)その他 

形状、寸法、色彩など、基準に該当しない多様な製品がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ポイント》 

○標準的ではない製品を採用する場合の注意点 

標準的ではない製品を採用する場合には、現地の交通事情に対し 適な対策であるか、

あるいは汎用品で同等の効果が得られないかなど、相応の検討を行う必要がある。 

○形状・色彩の注意点 

運転者に対し違和感を与える形状や、必要以上に誘目性の高い配色などを用いること

のないよう、十分な注意が必要である。 

■φ30cm の大型タイプ 

■設置イメージ・昼 ■設置イメージ・夜 
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（７）道路反射鏡 

 

道路反射鏡は、見通しのきかない幅員の狭い生活道路の交差点に設置されることの多い道路附

属物である。 

道路反射鏡の支柱等の色彩に関する考え方は、道路反射鏡設置指針(公益社団法人日本道路協会、

昭和 55 年 11 月）p32 より、原則、橙色とされているが、やむを得ない場合は他の色彩を用いて

よいものとされている。なお、この場合も道路反射鏡がその役割を果たせるよう、安全面を十分

確認する必要がある。 

 

《ポイント》 

○道路反射鏡は、主として支柱と鏡面、鏡面の取付枠、フードから構成されている。（フード

の必要性については検討する。） 

○指針の趣旨を踏まえ、景観的な配慮を行う場合は、橙色以外の色彩も検討する。また、景

観と安全面の両立の観点から、支柱、取付枠、フードを必ずしも同色としないことも考え

られる。 

○鏡面の取付枠の背面は、必要以上に目立たない色彩とする。 

○フードを取り付ける場合には、壊れやすい樹脂性のものは避ける。 

○同一交差点に複数の道路反射鏡を設置する場合には、同じ形状・色彩のものを設置する。

また、特に支障がない限り、同じ高さとする。 

 

《具体的方法の例》 

○安全面を十分確認のうえ、道路反射鏡の取付枠やフード等に橙色を用いる場合であっても、

必要以上に目立たないように彩度の低い色彩を検討する（例えば、10YR8/8 程度）。また、

支柱は、周辺の道路附属物等とのバランスを踏まえ、グレーベージュ（10YR6.0/1.0 程度）、

グレー（10YR7.0/0.5 程度）、亜鉛めっき仕上げ等も検討する。 

○鏡面の取付枠の背面の色彩は、グレーベージュ（10YR6.0/1.0 程度）、グレー（10YR7.0/0.5 

程度）、亜鉛めっき仕上げ等の必要以上に目立たない色彩とする。 
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■標準的に使用されている道路反射鏡正面と背面 

■同一交差点における複数の道路反射鏡設置の例 
高さ等が不揃いであり、乱雑な印象である 

 
 
      
■支柱や鏡面の取付枠の背面に亜鉛メッキを採用している道路反射鏡の例 
 橙色と比較して目立ちすぎない 

■支柱とフードに白色を採用した道路反射鏡の例 
 橙色の標準タイプと比較して目立ちすぎない 
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（８）舗装・路面への表示 

舗装は、沿道景観において占める割合が大きいため、地域の特性や施設の用途（車道部、歩

道部）を考慮した上で、意匠及び色彩が周辺景観と調和するよう努める。 

 

①車道 

 

《ポイント》 

・相対的に耐用年数が短く初期工費が安価なアスファルト系舗装と、耐用年数が長く初期工

費が高価なコンクリート系舗装とに大別できる。道路としての連続性や景観性からは、ど

ちらを選択することも可能であるが、管理区分を同一とする区間は、土工部・橋梁部に限

らず同一の舗装を選定することを基本とする。 

 

《具体的方法の例》 

・同一車線内では、舗装の材料・色調等を統一し、連続性の確保に努める。 

・市街地部の道路や歴史的街並みでは、落ち着いた印象を与える控えめな意匠や色彩を検討

する（周辺の建物外壁よりも低彩度・低明度が望ましい）。 

コンクリート系舗装や交差点部等で用いられる半たわみ性舗装は、アスファルト系舗装よ

り明るい印象を与えるため、有効である。 

・アスファルトの表面に塗料を塗布しただけのカラー舗装は、車道部分に施工すると劣化し

やすい傾向にあるため、安全対策を目的に施工する場合は、その機能を保持するためにも

定期的な維持管理や補修に努める。 

  

 

②歩道 

 

《ポイント》 

・歩道舗装の検討にあたっては、歩道上の人々の姿が景観上の主役であることを意識し、色

彩や模様で歩道が目立つことのないようにすることを基本とする。 

 

■コンクリート系舗装は明るい印象を与える ■カラー舗装は、定期的な補修が必要である

NO.27：路面の色彩についても言及 
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《具体的方法の例》 

・舗装の色彩は、地域の背景色となる色調に合わせるなど、歩道が目立ったものとならない

よう配慮する。 

・歩道や自転車道は走行性を確保した上で、沿道建物など周辺施設との調和を図り、地域環

境や道路の性格にふさわしい舗装材料を検討する。 

・歩道と自転車道が併設されている場合は、舗装に変化を与え、両者の通行区分の違いを表

現するとよい。色の塗り分けで違いを表現する場合には、視認性を確保しながらも、道路

空間全体の色彩環境を考慮する。 

  
※ふじのくに色彩・デザイン指針（社会資本整備）第 3版（平成 26年 7月，静岡県） 

○色彩（カラー舗装は④参照） 

・無彩色及びアースカラーを基本とし、無彩色の明度は 5～8 程度とする。 

・ブロック系舗装にて混色とする場合は、柄を意識させるようなコントラストの強い配色は

避け、無彩色の明度差は 1～1.5 以内程度が望ましい。その他の色の明度及び明度差は、可

能な限り無彩色に準じる。 

・ブロック系舗装では単色もしくは 2～3 色の混色として、歩道幅が狭いところでは色数を少

なくする。 

・アースカラーについては周辺の景観色、建造物の色調に配慮して色彩を決定する。 

○形状・仕上げ 

・ブロック系舗装では矩形を基本として、エイジングを感じさせる仕上げが望ましい。 

・仕上げは、ショットブラスト等の粗面状のものや、自然砂利の洗い出しなどが相応しい。 

・幅員の広い歩道では、比較的大型の材を使用することが望ましい。 

・レベルの変化や工作物が多い場所では、小型の材を使用することが望ましい。 

○配置 

・ブロック系舗装では整列された単純なものを基本とし、周辺景観によっては変化を持たせ

たパターンも可とする。 

 

※視覚障害者誘導用ブロック 

・道路の移動等円滑化ガイドライン（国土交通省）に示される通り、周辺舗装に対して当該

ブロック部分を容易に識別できるように、輝度比が 2.0 程度を確保できるものとして、過
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度に明彩度の高い色彩は避ける。 

・一般的なアスファルト舗装との対比効果が発揮できること等から黄色が一般的であるもの

の、日本工業規格（JIS T 9251）にて黄色に指定されてはいないことから、道路景観整備

等に関する検討を行う場合には、これに限らず選定できる。この際、周辺舗装との輝度比

を確保するための縁取りは無用に際立たせることとなり景観的な違和感が生じるほか、路

線や地区での整備状況との整合、沿道住民・利用者・関係団体へのヒアリング等、十分な

検討が必要である。 

  

 

③自転車道、自転車走行空間等 

 

《ポイント》 

・自転車道や自転車走行空間については、歩道舗装の検討にあたっては、安全で快適な自転

車利用環境創出ガイドライン（国土交通省、警察庁）を踏まえつつ、必要以上に目立つこ

とがないような路面表示と色彩とすることを基本とする。 

 

《具体的方法の例》 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（国土交通省、警察庁）では、歩道と物理

的に分離して設置する自転車道の色彩、車道部の自転車専用通行帯の帯状路面表示の色彩、

および車道混在の通行帯における矢羽根型路面表示の色彩と形状が指定されている。一方で、

標準仕様での統一を基本としながら、地域の実情などに応じて表示内容等に工夫を加えるこ

とを認めている。また、帯状路面表示の幅は、専用通行帯の全幅もしくは一部の何れかを選

択できるとされている。 

・自転車道の塗装色は、前項（②歩道）を参照し、歩道に対して視覚的な誘導性に配慮する

こと。 

・自転車専用通行帯については、ライン表示だけでも車両への注意喚起となりえるため、道

路や交通の状況から特に必要でない限り、表示幅を 小限とすることが望ましい。 

 

■黄色以外の色彩が選定されており、歩道舗装の色

彩に対して違和感がない 

■輝度比を確保するための縁取りにより、景観的な

違和感がある 
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※京（みやこ）のみちデザインマニュアル（平成 25年 3月，京都市） 

 

 

自転車レーンの青色表示を必要 小限としている 

※ふじのくに色彩・デザイン指針（社会資本整備）第 3版（平成 26年 7月，静岡県） 
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④カラー舗装の留意事項 
 

《ポイント》 

カラー舗装は、注意喚起などの情報を視覚的に表現して、通学路や急曲線などの線形変化

点の明示といった交通事故防止対策のほか、交差点内の右左折の誘導などで様々な目的で施

工されている。 

その趣旨から、人目を引くように目立たせることが必要な一方で、道路空間には標識など

様々な他の道路付属物等が設置されるため、突出して目立つと他の注意喚起の構造物が目立

たなくなることもある。舗装は道路景観の要素の中でも大きな面積を占めるものであり、周

辺景観を引き立たせるような控えめな存在であることが求められるため、カラー舗装の新設

及び更新時には、交通特性や道路構造を鑑みて、カラー舗装によらない安全性の確保を検討

することを基本とする。 

以上のことから、交通安全対策と景観的整備の両立を図るには、本来、 も目立つべき標

識に注意を払うようにするため、アスファルトとの明度差で視認性向上や注意喚起を行うの

が効果的である。ただし、状況によりカラー舗装を行う場合は、必要 小限の範囲を対象に、

原色を避け、彩度６以下で明度が６程度の色彩とすることが望ましい。 

 

《具体的方法の例》 

・カラー舗装は、場所によって様々な意味を持たせており、利用者に意図が伝わらないこと

もある。そのため、目的に応じて路線や地域にて統一的な色彩を用いる。 

・舗装表面への塗装は、通行区分の違いや注意喚起等の情報を、視覚的に表現するものであ

るため、利用者が認識することができる程度の変化をつける表示で十分であり、過度に目

立つものを採用すると、周辺景観から突出した印象を与えるなど沿道景観を阻害すること

もある。このため、カラー舗装は、設置面積や色彩を工夫して、安全性と景観への配慮を

両立に配慮すること。 

 ・目的に応じて、一定の視認性（特に夜間）を確保すること。 

・経済性（色彩によっては脱色系アスファルトの使用が必要となり高コストとなる）や、施

工規模などにかかわらず常に同一の色彩が出しやすいことに配慮すること。 

・骨材に有色の自然石を用いることでアスファルトに自然な表情を与えることができる。脱

色バインダーを使用する工法とブラストなどで表面を洗い出す工法があり、交通状況に応

じて適切な工法を選択することが望ましい。 

 

法定外表示等の設置指針について（警察庁通達）では、バスレーン関係は茶系色、自転車

通行空間関係は青系色などの記載があるものの、景観保全等の観点から地元の意向等により

これ以外の色彩を使うことを認めている。また、無秩序な設置は、法定の道路標識等の整備

効果を低下させる可能性があるため、道路標示等の色彩（白・黄）と同系色とならない色彩

を使用することが望ましい。 
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以上の留意事項を踏まえ、道路舗装で一般的に用いられる赤色、青色、緑色の基本色につ

いて、明度・彩度の選定範囲を以下に示す。 

 

◯赤色系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◯青色系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

◯緑色系 

 
 

 

 

 

近年、歩車道区分や交差点などの注意喚起に多用されるＲ系（赤系）の色相については、現行の製品が比

較的鮮やかなべんがら色となっており、大面積で用いると景観に与える影響は大きい。そのため、望ましい

彩度は6程度まで落とした中間的な彩度とし、明度は3～6程度とすると、落ち着きのある色となり、交通

安全施設としての視認性を保ちつつ、景観的に馴染む可能性がある。 

また、歩車道区分で帯状に用いる場合には、

幅を 15cm 程度まで狭めるなど、使用する面積

を小さくすることにより、景観に与える影響を

軽減することができる。 

 
 
 
 
 
     □色相 7.5R の明度・彩度の選定範囲 

スクールゾーン等に用いられることが多いＧ系（緑

系）の色相は、まちなみに少ない色であるため、高い

彩度では景観に与える影響が大きい。よって、望まし

い彩度は2～4程度の中間的な彩度とし、明度も4～7

程度にすることにより、視認性を確保しながらも落ち

着いた印象となり、景観的に馴染む可能性がある。 

また、Ｒ系と同様に、使用する面積を小さくするこ

とで景観に与える影響を軽減することが必要である。 
 
    
       □色相 5Gの明度・彩度の選定範囲 

自転車通行帯等に用いられるＢ～ＰＢ系（青系）の

色相は、まちなみに少ない色であるため、高い彩度で

は景観に与える影響が大きい。よって、望ましい彩度

は2～6程度の中間的な彩度とし、明度も5～7程度に

することにより、視認性を確保しながらも落ち着いた

印象となり、景観的に馴染む可能性がある。 

また、Ｒ系と同様に、使用する面積を小さくするこ

とで景観に与える影響を軽減することが必要である。 

     

      □色相 5PB の明度・彩度の選定範囲 
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※色彩の設定事例 

◯静岡市 

 
※交差点等のカラー舗装色の統一について（平成 23年 3月，静岡市）より抜粋 

◯京都市 

 
※京（みやこ）のみちデザインマニュアル（平成 25年 3月，京都市）より抜粋 
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３-６ 道路附属物等のデザイン調整 

  道路空間には、さまざまな道路附属物等が設置される。ここでは、同じ種類の道路附属物等同

士のデザイン調整に加え、異なる道路附属物等が設置される場合のデザインの調整の方法につい

てとりまとめた。 

 

３-６-１ 同じ種類の道路附属物等の形状・色彩の統一 

道路空間に設置される道路附属物等は、同一路線であっても必ずしも同じ形状・色彩のもの

であるとは限らない（例えば、複数の形状・色彩の防護柵や照明柱等が同一路線で設置される

ことがある。）。しかし、短い区間で複数の形状・色彩の異なる防護柵等を混在させると、それ

ぞれが景観に配慮したデザイン的に優れたものであったとしても、景観的な混乱をきたすおそ

れがある。連続的に設置される防護柵や遮音壁、カラー舗装、断続的ではあるが多数設置され

る照明柱やボラードなどにおいて、特に注意を要する。 

同じ種類の道路附属物等同士は、その形状・色彩の統一を図ることによって、まとまりのあ

る連続的道路景観を形成することが基本である。 

 

《ポイント》  

・同じ種類の道路附属物等の形状・色彩の統一には、以下の３つの観点があるが、いずれの場合

についても、短い区間内や狭い範囲内において他の区間・範囲と異なる形状や色彩のものの設

置は避けることが基本である。 

・連続する区間・範囲の道路附属物等の統一 

・道路の上り線と下り線の道路附属物等の統一 

・近接する他の道路に設置される道路附属物等との統一(主に交差点部) 

なお交差点部は、交差する道路の管理者が異なり、道路附属物等が不統一になることが想定

されるため、両者間で調整を行うことが必要である。 

 

《具体的方法の例》 

○景観的基調が同一の場合には、設置する道路附属物等はそれぞれ同一の形状・色彩とする。 

・道路附属物等の設置にあたっては、市街地、樹林地、田園地域、海岸沿い、といった景観的

基調にあわせて、それぞれ同一の形状・色彩のものとすることが基本である。 

・なお、主に樹林地が基調となっている地域において、川や湖に接する区間が部分的に存在

するような場合には、周辺景観の基調となっている樹林地と融和する色彩で統一すること

を基本とする。 

 

NO.33：防護柵以外の道路附属物を

含めた内容に修正 
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３-６-２ 近接して設置されるほかの道路附属物等との調和 

 

《ポイント》 

・道路空間内には、防護柵や照明柱などとともに、様々な道路占用物件が設置される。このた

め、道路全体としての景観の質の向上を図るためには、それぞれの道路附属物等の形状・色

彩の統一を図るのみならず、種類の異なる他の道路附属物等や道路占用物件との関係性を整

えることを基本とする。 

 
《具体的方法の例》 

○近接して設置される道路附属物等、道路占用物件の色彩の調和を図る。 

・防護柵と照明柱や信号柱のように、近接して設置される道路附属物等や道路占用物件の

色彩を同系色とすることにより、景観にまとまりが感じられるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○照明柱・標識柱と街路樹との関係性を整える 

・街路樹は、道路空間に環境保全や潤いなどのさまざまな効用を与え、景観形成上も重要

な役割を担っている。しかし、樹冠が照明を遮る、枝葉が標識を見えにくくするなどの

例もみられる。 

 これは単に剪定の問題のみならず、樹木が植栽時点から生長することを考慮していない

ことに起因することが多い。将来的な樹形や樹高を考慮して、照明や標識の設置位置と

街路樹の植栽位置との関係を当初から検討することが基本である。 

 

  

  
■照明柱と防護柵の色彩の調和を図った例 

調和を図ることで、まとまり感のある道路景観が形成される 
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３-６-３ 道路管理者間での調整 

 

《ポイント》  

・連続する道路であっても、道路管理者が異なるために、連続的に設置される防護柵などの形

状や色彩が異なる場合が想定される。これは照明柱などの他の道路附属物等でも起こりえる

ことである。景観的な基調が同じ区間である場合にこのようなことが生じると、それぞれで

景観に配慮していても、連続的な道路景観の良さを損ないかねない。 

 また、交差点部においては、それぞれの道路の管理者が異なることが多いため、このような

ケースが発生しがちとなる。 

 このため、道路管理者間の協議を十分に行い、防護柵や照明柱等の各道路附属物等の形状や

色彩の統一を図る、あるいは形状・色彩に関連性を持たせてデザイン的な基調を揃えるよう

調整することが基本である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《具体的方法の例》 

○道路管理者間での調整により、連続する区間でデザインが不連続となることを避ける。 

・道路管理者間の調整の際、道路附属物等の形状、色彩についても調整する。 

・異なる形状、色彩で既に進めている場合には、境目を含む連続する区間で統一すること

により、連続する区間の途中で変わることを避ける。 

 

  

■道路管理者が異なるため、色彩の異なる防護柵 
が連続して設置された例 
１本の連続する道路であっても、区間により道路管

理者が異なるため、異なる防護柵が設置される場合

がある。このような場合には、１本の道路として防

護柵の形状・色彩を揃える調整が必要である。 
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３-６-４ 整備時期のずれについての対応 

 

《ポイント》 

・整備時期が一致しないために、設置される道路附属物等が同じ種類（例えば、防護柵）であ

っても形状・色彩の異なるものが設置されることがある。このような場合には、先行設置さ

れたものが景観配慮型の施設ならば、それと同じ形状・色彩のものとすることが基本である。

逆に、先行設置されたものが景観配慮型のものでない場合には、後で設置される施設を景観

配慮型とし、先行設置された施設は、更新時期に後で設置された景観配慮型と同様の形状・

色彩のものに更新することが基本である。 

・また、ある道路附属物等（例えば、防護柵）とそれとは異なる道路附属物等（例えば照明）の

設置時期が必ずしも一致しないため、異なる道路附属物等の間で色彩の調和を一定期間欠く

ことが考えられる。 

 このような場合にも、他施設の更新時には、既に景観に配慮して整備あるいは更新された道

路附属物等と一貫した考え方に基づく形状・色彩のものとすることが基本である。 

・整備時期のずれによって、景観的配慮の考え方が踏襲されず、施設間の形態や色彩に一貫性

を欠くことは避けなければならない。したがって、道路の景観配慮に関するマスタープラン

を作成する等、一貫した考え方に基づく整備となるようにすることが基本である（4-1参照）。 
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《具体的方法の例》 

・他の道路附属施設等と同様の色彩を用いる。 

・機能性を確保しながら、設置数量の抑制と容積の縮小を図ることで、視線の透過性を高め

る工夫をする。 

・歩行者向けの地番表示や案内板などの機能を付加したり、バス停上屋や車止めと組み合わ

せるなど、空間構成要素として活用したりすることにより、地上機器の存在の唐突さを軽

減することも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

写真掲載予定 
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３－７ コストと維持管理 

道路附属物等の整備に係るコストと維持管理については、第２章に示した事項に加えて、以下

に示す配慮が必要である。 

（１）コストを考えた道路附属物等の設置 

《ポイント》 

○道路附属物等は、経年的な劣化や事故等による変形または破損が想定される施設であるた

め、道路附属物等の設置に係るコスト（イニシャルコスト）のみならず、維持管理、修繕

に関わるコスト（ランニングコスト）をも十分に考慮して、景観に配慮した道路附属物等

を設置することが基本である。 

○道路附属物等のうち、防護柵やボラードにおけるレリーフの設置や装飾的な意匠の付加は、

防護柵等の変形や破損に際し、迅速な修繕・復旧が難しい上、修繕に関わる費用が割高に

なる場合が多い。また、地域のシンボルを表現した施設が破損したまま放置されることは、

地域イメージとしても好ましいことではない。これらの装飾的な意匠の付加については、

ランニングコストの面からもその是非を検討すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）維持管理を考えた道路附属物等の設置 

《ポイント》 

○道路附属物等に使用される各種の素材は、それぞれの素材の特性を有しており、それらの

特性を考慮した適切な維持管理を行うことが基本である。 

○破損時等における部材取替えの容易性は、更新範囲や更新に要する時間、ひいてはコスト

にも影響することから、選定する際に十分考慮することが基本である。 

 

《具体的方法の例》 

○素材の特性に応じた維持管理を行う。 

・全般的に整備事例の多い鋼製の道路附属物等は、素材の性質上塗装を必要とする。この

 
■防護柵に御影石を併用した例 
 防護柵の変形や破損に際し、迅速な修繕・復旧
が難しい 

NO.5：維持管理に関する内容を充実 
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ため景観的な観点からも、塗装の剥離や褪色、汚れの付着や錆による劣化を防止・抑制

するために適切な維持管理を行うことが望ましい。 

・アルミ製やステンレス製の道路附属物等は素材の性質としては塗装を必要としないが、

周辺景観との融和を図るために塗装を行うことが想定される。このような場合には、塗

装の剥離や褪色、汚れの付着を防止・抑制するために適切な維持管理を行う。 

・コンクリート製の道路附属物等は、経年変化によって徐々に周辺景観に馴染んでいく一

方、雨水等による汚れが目立つ素材でもある。このため、例えば天端における水きりの

設置や水抜きのための縦スリットを壁面に設ける等、汚れが集中しないための工夫を行

うことが望ましい。 

・木製の道路附属物等は、素材の性質上腐食が心配されることから、防腐処理が必要とな

る。また、鋼製の道路附属物等に木材を被覆したものは、内部の錆等を外部から確認し

にくいことから、特に維持管理上の注意を行うことが望ましい。 

○維持管理の容易性を考慮して道路附属物等の形状を決定する。 

・部材点数の少なさや使用工具の種類の少なさ、部材調達の容易度等を考え、設置後の維

持管理に支障をきたすことがないような形状、色彩を選定することが基本である。 

 

（３）破損時等における道路附属物等の適切な修繕・更新 

《ポイント》 

○破損や老朽化による錆びが目立つ道路附属物等をそのままの放置しておくことは、腐食の

原因となる等の安全上の問題のほか、景観を阻害する要因ともなる。良好な道路景観形成

を図っていくうえでは、道路付属物等の破損や老朽化にあわせて適切な修繕・更新を行っ

ていくことが基本である。 

○修繕・更新の対象となる道路附属物等が景観配慮型の施設である場合は、それと同じ形状・

色彩のものとすることが基本である。逆に、修繕・更新の対象となる道路附属物等が景観

配慮型の施設でない場合は、修繕・更新箇所を含む一部区間の設置年数や劣化の度合い等

を考慮し、可能であれば一部区間を先行して景観配慮型の施設に置き換えるのが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■錆びが目立ちはじめている防護柵の例 
 適切な修繕・更新を行っていくことが求
められる 

■防護柵全体が錆びつき、汚らしい印象と 
なっている 

写真の差替え・追加予定 
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３－８ 暫定供用時の景観についての検討 

 

・道路が暫定供用される際には、車線幅調整等のために仮設的な防護柵が設置される場合があ

る。これらの施設は、仮設用として特に景観に配慮したものとはなっていないことが多いた

め、景観阻害を引き起こしている例も多い。 

・これらの施設は、必ずしも防護柵としての機能が求められているものではないが、車両の接

触時にある程度の車両の誘導や逸脱防止機能を保つことも重要であり、仮設用として適切な

機能を有しかつ景観に配慮したものを用いることが望ましい。 

 

《具体的方法の例》 

○工事中や暫定供用中の道路景観のイメージを高める施設を選定する。 

・現地の交通状況を考慮し、衝突時の車両の誘導や路外への逸脱防止機能を必要としない場

所においては、イメージアップの観点からもプランター等の施設で代替することが可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■仮設的な施設は景観阻害要因となり 

やすいため、十分な配慮が必要 
■暫定供用時において、プランターを 

設置し、車両の誘導を行っている例 

80



３-９ 道路附属物等のデザイン（まとめ） 

  ３-９-１ 沿道色彩環境と基調色の設定 

道路の景観は、沿道の特性によって、市街地の道路景観と自然・田園地域の道路景観に概ね

大別できる。 

道路景観種別毎の景観の特徴と沿道の色彩環境を下表に示す。 

 

表 道路景観種別毎の特徴と沿道の色彩環境 

道路景観の種別 景観の特徴 色彩選定の方向性 

市街地 

 

 

自然・田園地域   

 

次に、沿道色彩環境に調和する道路附属物等の基調色を下表に示す。 

 

表 道路景観種別毎の基調色の設定 

道路景観の種別 基調色 

市街地 

 

自然・田園地域  

 

個別の道路附属物のデザイン・

色彩の内容決定後に作成 

個別の道路附属物のデザイン・

色彩の内容決定後に作成 
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３-９-２ 道路附属物等のデザイン（基本案） 

道路附属物等のうち、主要な以下の４つの道路付属物について、道路景観の種別毎のデザインと色彩の基本案を下表に示す。 
表 道路附属物等のデザイン（基本案）一覧 

道路景観の 

種別 
防護柵 照 明 標識柱 歩道橋 

市街地 

デ
ザ
イ
ン 

    

色 

彩 

    

自然・ 

田園地域 

デ
ザ
イ
ン 

    

色 

彩 

    

個別の道路附属物のデザイン・

色彩の内容決定後に反映 
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第４章 景観に配慮した道路附属物等の整備の進め方 

国土交通省所管事業では、景観検討の基本方針（案）（平成 19 年 4 月）に基づいて、 構想・

計画から維持管理まで、景観整備方針の継承による一貫した景観整備を行うことになっている。

景観に配慮した道路附属物等の新設、更新においても一貫した考えに基づいて行うことが基本で

ある。またそのためには、道路全体に係る景観マスタープラン等を策定することが望ましく、そ

のなかで、本ガイドラインに示された事項に基づいて、景観に配慮した道路附属物等の新設、更

新にあたってのマスタープランを定めることが基本である。なお、独自の指針等を策定していな

い道路管理者においては、本ガイドライン(p○及び p○)に準拠して道路附属物等を設置・更新す

ることとする。 

本章では、道路全体に係る景観マスタープラン等で示すべき項目のうち、道路附属物等に係る

事項について、マスタープランの策定、マスタープランに基づく道路附属物等の選定、地域意見

のとりまとめ、及び事後評価の実施について示す。 

 

４-１ 道路附属物等に係るマスタープランの策定 

４-１-１ マスタープランの定義と策定目的 

道路附属物等に係るマスタープランは、道路附属物等の統一性や連続性を図る地域や区間の

単位と景観的な配慮が特に必要な地域・道路を示すとともに、それらの地域等における景観的

な配慮方針を示すものである。 

マスタープランは、景観に配慮した道路附属物等の新設・更新を一貫した考えのもとに実施

することを目的に策定する。マスタープランで定めた方針に基づく検討は、新設・更新時の道

路附属物等の統一性や連続性の確保、必要性の判断による設置の回避、景観に優れた他施設に

よる代替手段による対応等を促進することとなる。 

 

４-１-２ マスタープランの内容 

マスタープランは、以下の内容を標準とし、地域の実情にあわせて適宜内容を補うこととす

る。 

（１）道路附属物等の統一を図る区間 

市街地、自然・田園地域の景観等、沿道の景観的基調が同一で連続する区間を単位として、

道路附属物等の統一を図る区間を定める。 

景観的な基調の把握にあたっては、自治体の景観条例や各種計画（総合計画、都市マスター

プラン、土地利用計画、景観計画等）の把握、地形図の土地利用による色分け、その他の既往

文献資料、現地調査等による確認を通じて行う。 

なお、ある一定距離の景観的基調の区間のなかに景観的基調が異なる距離の短い区間が点在
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４-４-３ マスタープランの修正・調整 

道路附属物等の維持・更新は 10 年～20 年周期以上に及ぶものであることから、相当程度の

時間の流れを考慮して、良好な道路空間をつくりあげていくことが重要である。しかしながら、

地元住民等の要望や社会情勢の変化等から、マスタープランを運用していく中で、対応が困難

なケースも想定される。このため、マスタープランを具体的に運用していく上での問題点や課

題、更には時代の要請等を踏まえつつ、マスタープランの修正・調整を適宜行っていくことが、

良好な道路空間をつくりあげていく上でも重要である。 

 

 

90



 

 

 

 

 

 

巻末資料 



 

巻末資料 

資料－１ 景観の種類                                                 参考-1 

資料－２ 色彩の基礎知識                                             参考-3 

資料－３ 道路附属物等の現状                                         参考-4 

資料－４ 夜間景観ガイドライン等の事例                               参考-9 

資料－５ 車道混在・自転車通行帯表示のローカルルールの設定事例      参考-14 

 



参考－1 

 
 

資料－１ 景観の種類 

１-１ 道路敷地内からの景観（内部景観）と敷地外からの景観（外部景観） 

道路の景観は、内部景観（道路敷地内から眺めた景観）と外部景観（道路敷地外から眺めた

道路自体の景観）の二つに大別される。 

道路は、視点場であると同時に眺められる対象でもあることから、内部景観ばかりでなく、

外部景観にも配慮する必要がある。 

 

１-１-１ 道路敷地内からの景観（内部景観） 

〇内部景観は、車両の運転手や同乗者、歩行者等が、道路敷地内からその道路を含めて眺め

る景観であり、山・海等の遠景、沿道建築物といった道路敷地外の要素と、道路の線形や

ストリートファニチャー、道路附属物等（道路照明、防護柵等）といった道路自体及び道

路敷地内の要素が主要な景観要素になる。 

 

〇内部景観においては、シーン景観、シークエンス景観の扱いも重要である。 

→シーン景観（固定的な視点からの透視図的(写真的)な景観） 

歩行者は移動速度が遅く、立ち止まることも多いので、その景観は固定的な景観（シーン

景観）としての性格が強くなる。視点の移動速度が遅いので、規模の大きな要素だけでな

く、防護柵をはじめとする道路附属物等の材質や細部の表情、舗装面の状態や模様等の細

かな点も意識される。 

 

→シークエンス景観（視点の移動につれて連続して変化する景観） 

車両の運転手や同乗者から見た も重要な内部景観のひとつである。視点の移動速度が速

いので、景観は、流れるように連続して認識される。景観の展開や連続性、防護柵の基本

形状や色彩等が特に問題となり、細部はあまり対象とならない。 

 

〇道路の内部景観をシーン景観として捉える場合、防護柵はその手触り感等の細部のデザイ

ンが重要になる。また、内部景観をシークエンス景観として捉える場合には、移動する視

点からの外部への眺望確保や周辺景観にいかに溶け込んでいるかに配慮すること等が特に

重要である。 

 

  



参考－2 

 
 

１-１-２ 道路敷地外から眺めた道路自体の景観（外部景観） 

〇外部景観は、沿道利用者や地域住民等が道路敷外から当該の道路を周辺景観とともに眺め

る景観であり、周辺景観と道路の構造物（法面、橋梁等）や道路附属物等（防護柵、道路照

明等）との調和が重要となる。 

 

〇また、外部景観は、集落や展望台等、視点位置が道路外部にも多く存在する自然・田園地

域において特に重要である。 

 

〇外部景観には、道路構造物が地域景観を分断するという眺望に係る問題と道路構造物自体

のデザインや周辺地域との馴染みに係る問題、という二つの側面がある。自然景観に優れ

た国立公園、国定公園、県立自然公園等の自然公園地域内等においては、道路外部の視点

（展望台等）から見た時に、帯状に連続する防護柵は目立つ存在となりやすいため、形状・

規模や色彩等に対する配慮が特に必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
■外部景観において、防護柵や遮音壁等の道路附属物等は目立つ存在となりやすい 



参考－3 

 
 

資料－２ 色彩の基礎知識 

 

２-１ 色彩の概念と性質 

色彩の基本は、色の三属性（色相・明度・彩度）で

構成され、有彩色の赤・黄・青などの色合いを「色相」、

色の明るさ暗さを「明度」、色の鮮やかさを「彩度」

という。 

無限に存在する色彩もそれぞれの属性の性質を明

らかにすることで、道路の構造物としてふさわしい

色彩の方向性を検討することができる。 

 

２-１-１ 色相 

マンセル表色系での「色相」は、マンセル色立体を

上から見て、5Ｒ、5Ｙ、5Ｇ、5Ｂ、5Ｐの五色相を基

本とし、その間を分割した 40 色相を用いている。（図

2 参照） 

一般に赤（R）～黄（Y）の範囲は「暖色（ウォーム）

系」と言われ、暖かみを感じるとともに賑わいを演出

する色相であり、逆に緑（G）～青（B）の範囲は「寒

色（クール）系」と言われ、落ち着いた雰囲気を創出

する際に多く使われている。 

 

２-１-２ 明度・彩度 

マンセル表色系での「明度」は、マンセル色立体で

の高さとして表され、明るさを表し、理想の黒を 下

位 0、理想の白を 上位 10 とし、その間を知覚的に

10 段階に分けたものである。 

例えば、図 3 の青枠はマンセル値では 10YR7／1 で

あるが、明度を 2 下げると 10YR5/1 の緑枠の色とな

る（マンセル値とは色彩を「色相 明度/彩度」で表わ

したもの）。 

一般に大きさも材質も同一の物質では、明るいもの

程「軽快」に感じられ、暗いもの程「重厚」に感じられる。 

同様に「彩度」は、鮮やかさを表し、マンセル色立体の無彩色軸を中心として、中心から遠ざ

かるほど鮮やかな色になり彩度値が高くなる。例えば、図 3 の青枠はマンセル値では 10YR7／1 

であるが、彩度を 3 上げると 10YR7／4 の赤枠の色となる。一般に鮮やかな色ほど誘目性が高く、

人目につきやすい。 



参考－4 

 
 

資料－３ 道路附属物等の現状 

道路附属物等は道路上に垂直に立ち上がりのある施設であるため、水平性が卓越する道路景

観において、景観的に目立つ存在になりやすい。また機能上、連続して設置される防護柵や遮

音壁は、延長が長くなるため、景観的影響が大きい。 

こうした道路附属物等の設置の現状を、景観的な課題として捉え直すと、大きく以下の６点

に整理される。 

 

 

課題①：必ずしも防護柵としての機能が求められていない場所に設置されている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
■植樹帯と横断防止柵を併用した例 
 植樹帯により歩行者の横断防止機能が確保されているため、横断防止柵は必ずしも必

要ない 

 

■交差点部に歩行者の巻き込み防止のた

めに防護柵が設置された例 
縁石や駒止め等、他の施設でも代替は可

能であり、防護柵は必ずしも必要ない 

 
■鉄道高架橋の橋脚保護のために防護柵

が設置されたと考えられる例 
橋脚は、防護柵の柵高と同程度の一段

高い構造物上にあるため防護柵は必ず

しも必要ない 



参考－5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題②：周辺景観の中で道路附属物等が目立っている 

・色彩の明度、彩度が高い場合や、周辺景観と全く異なる色相の道路附属物等は、周辺

環境から浮き立った存在になりやすい。 

・特に、鉛直的な立ち上がりの大きい遮音壁は規模が大きいが故に道路景観において目

立った存在になりやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■色彩の彩度が高く、周辺景観から浮立った印象となっている防護柵の例 

 

■歩車道分離のために車両用防護柵が設置されたと考えられる例 
車両の路外逸脱防止・進行方向復元といった車両用防護柵としての機能は求められて

いない。縁石等、他の施設でも代替は可能である 

 

■周辺景環境から浮立った印象のある白色の防護柵の例 



参考－6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題③：外部への眺望が阻害されている 

・ガードレール形式等の透過性の低い防護柵は、沿道への眺望を阻害しやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■外部への眺望を阻害している透過性の低い防護柵の例 

  

■規模が大きいため存在感が大きく、景観的に目立っている遮音壁の例 

  

■沿道建築物と全く異なる色相であり、また明度・彩度も高いため、景観的に目立ってい

る歩道橋の例 



参考－7 

 
 

課題④：形状、色彩の異なる道路附属物等が隣接して設置されており、煩雑な印象となってい 

    る 

・個々の意匠や色彩のデザインは悪くなくとも、隣接する施設相互のデザインがバラバ

ラであれば、煩雑な印象となりやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■隣接して設置されている道路附属物等の相互の形状、色彩等が異なるため、煩雑な印象

となっている例 



参考－8 

 
 

課題⑤：近接して設置される他の道路附属物等との景観的統一性がない 

・標識、照明、信号、電柱等、多数の施設が無秩序に並び、その意匠や色彩のデザインも

バラバラであれば、煩雑な印象となりやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題⑥：歩行者が触れる施設としての配慮に欠けている 

・柵の裏側や端部の処理が粗雑（例：ボルト・ナット類の露出等）なために、歩行者に不

快感を与え、安全上も問題となっている道路附属物等の例がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
■ボルト・ナット類が露出する等、裏面の処理が粗雑な防護柵の例 

    
■防護柵と照明柱、信号柱、標識柱の意匠、色彩が異なるため、煩雑な印象 

となっている例 



参考－9 

 
 

資料－４ 夜間景観ガイドライン等の事例 

 
■夜間景観ガイドラインの策定状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



参考－10 

 
 

◯長崎市 

 

※環長崎港夜間景観向上基本計画（案）（平成 29年 4月，長崎市）を元に加筆 

 

 

  



参考－11 

 
 

◯下関市 

 
※下関市夜間景観ガイドライン（平成 28年 3月，下関市）を元に加筆 

 

 

  



参考－12 

 
 

◯金沢市 

 
※金沢らしい夜間景観整備計画（平成 26年 3月，金沢市）を元に加筆 

 

  



参考－13 

 
 

◯神戸市 

 

※まちのあかりのガイドライン（税関線沿道南地区）～夜間景観づくりにむけて～（平成 25年，神戸市） 

を元に加筆 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



参考－14 

 
 

資料－５ 車道混在・自転車通行帯表示のローカルルールの設定事例 

※国立公園内であることなど、伊豆地域独特の事情を考慮し、特例としてローカルルールを設定

している事例 

 

※平成 28年度 静岡県景観懇話会 資料 4 

伊豆地域における自転車走行空間整備に向けた取組 

（平成 29年 2月，静岡県） 

 


